
様式第３号（第３-４-(1)関係）

県 民 意 見 の 募 集 に つ い て

計画等の案の名称 第４次静岡県健康増進計画

意見募集の趣旨

本県では、1988年から県民の健康づくりを目指す「ふじさん運動」を展開

していましたが、1999年に「しずおか健康創造２１」、2001年に同アクショ

ンプラン、2011年に「ふじのくに健康増進計画」、2014年に「第３次ふじの

くに健康増進計画」及び同アクションプランを策定し、県民の健康寿命の延

伸及び生活の質の向上を目指して、県民運動として健康づくりの推進に取り

組んできました。

現計画が令和５（2023）年度で完了したことから、現在、県が推進する健

康づくりの具体的取組と目標を盛り込み、2024～2035年度の12年間を計画期

間とする第４次静岡県健康増進計画を策定しています。

このたび、とりまとめた最終案のうち、受動喫煙環境に関する目標値につ

いて、県民の皆様から広く御意見や御提案を募集します。

・再度、県民意見提出手続を実施する理由

前回の県民意見提出手続（令和５年12月27日から令和６年１月24日まで）

において、受動喫煙環境に関する目標値について、計画案本体と計画案概要

において記載の不一致があり、県民に適切に十分な情報提供ができなかった

と考えられるため。

（前回の記載）

※ 国は、数値目標ではなく「望まない受動喫煙のない社会の実現」を

目標値としている。

意見の提出期間 令和６年４月26日（金）から令和６年５月13日（月）まで

意見の提出方法

・郵送、ファクシミリ、電子メール又は直接持参のいずれかの方法で意見を

提出してください（様式任意）。

・電話での御意見は御遠慮願います。

・頂いた御意見の内容について照会する場合がありますので、意見書には氏

名、住所及び連絡先（電話番号等）を明記してください。

意 見 の 提 出 先

・郵送又は持参の場合

〒420－8601 静岡市葵区追手町９－６ 静岡県庁西館４階

静岡県健康福祉部健康局健康政策課あて

・ファクシミリの場合

０５４－２２１－３２９１

・電子メールの場合

kenkouseisaku@pref.shizuoka.lg.jp

問 い 合 わ せ 先
静岡県 健康福祉部 健康局 健康政策課

電話番号 ０５４-２２１-２４０４

備 考

・頂いた御意見（類似する意見はまとめた上で）に対する県の考え方は、県

のホームページでお示しします。御意見を提出された方の一人ひとりには

回答しませんので、御了承ください。

・頂いた個人情報は、この意見募集の内容確認のみに利用します。

項 目
「計画案」の

目標値

「計画案概要」

の目標値

望まない受動喫煙（家庭・職

場・飲食店）の機会を有する者

の割合

（2035年度）

０％
国に合わせる


